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工事件名

工事場所

工事期間

入札方法

開札年月日

落札業者

契約金額

予定価格

最低制限価格

技術評価点（Ａ） 入札金額（Ｂ） 評価値

業　者　名
標準点（100点）＋加算点 （単位：円） (A)/(B)×α

1 地場 西中洲樋口・博栄建
設工事共同企業体 128.233 464,675,400 27.5962

2 地場 北洋・サンコー建設
工事共同企業体 120.183 464,675,400 25.8638

3 地場 柿原・匠建設工事共
同企業体 123.967 498,000,000 24.8929

4 地場 香椎・ワーク建設工
事共同企業体 120.667 513,000,000 23.5218

改 築　講堂兼体育館
　　　　　　　鉄筋コンクリート造平家建　(一部2階建)　ほか
増 築　特別教室棟 　 鉄筋コンクリート造４階建
　　　   渡り廊下棟  　 鉄骨造４階建
　　　   昇降口   　  　 鉄骨造平家建
　　　　 延面積　　2,641.17平方メートル

（内消費税及び地方消費税額　37,174,032円）

総合評価方式による制限付一般競争入札

西中洲樋口・博栄建設工事共同企業体
　代表者：福岡市中央区西中洲12番13号
　　　　　　　株式会社　西中洲樋口建設
　　　　　　福岡市博多区比恵町２番１－203号
　　　　　　　株式会社　博栄建設

議案第193号　名島小学校講堂兼体育館改築等工事請負契約の締結について

（内消費税及び地方消費税額　37,174,032円）

・電気工事
・衛生設備工事
・空調設備工事
・ガス設備工事
・エレベーター工事
・木製建具工事
・黒板工事
・内部体育施設工事

工事概要

名島小学校講堂兼体育館改築等工事

福岡市東区名島五丁目

摘要（別途工事）

区　　分

議決の翌日から平成27年７月30日まで

※評価値の計算式中のαは，「100,000,000」としている。

平成26年８月21日

501,849,432円

557,610,480円

501,849,432円

入札参加業者

入札等経緯

及び結果

（内消費税及び地方消費税額　41,304,480円）
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技術評価項目の内容

工事件名：

評価項目 着目点等

項目１
コンクリートの構造躯体の品質確
保について

本工事は，災害時等に地域住民の避難場所とし
ても使用されることから，構造躯体の安全性・耐久
性を向上させる品質確保が重要となる。この為，
密実で良質な構造体コンクリートとするための施
工方法等について，より具体的で有効な提案を求
める。

項目２
周辺道路の通行車両・歩行者へ
の配慮について

工事場所は，住宅地に立地しており，道路も狭い
ため，地域住民及び児童への安全対策が重要と
なる。この為，通行車両や歩行者への安全対策に
ついて，より具体的で有効な提案を求める。

平成15年４月１日以降に契約した工事で，平成16
年４月１日から平成26年４月30日のまでの間に，
竣工し，本市の「工事成績評定通知書」を受領し
た工事において工事成績評定の良い者を優位に
評価する。

平成24年７月10日から平成26年７月９日までの間
に，福岡市より工事成績優良業者として表彰を行
う旨通知（同通知後，表彰の取り消しを通知された
ものは除く）された者を評価する。

ＲＣ・ＳＲＣ造の建築工事（外部のみの改修・改造
工事を除く）の施工実績で，かつCORINSに登録
している工事（JV工事構成員の実績も含む）の施
工実績のある者を優位に評価する。
対象期間は，竣工が平成16年４月１日から平成26
年７月９日までの間。

建設業労働災害防止協会への加入者を優位に
評価する。対象期間は，平成26年４月１日から平
成26年７月９日までの間。

配置予定技術者の該当資格の保有期間の長い
者を優位に評価する。

ＲＣ・ＳＲＣ造の建築工事（外部のみの改修・改造
工事を除く）の施工実績で，かつCORINSに登録
している工事（JV工事構成員の実績も含む）の施
工経験があれば優位に評価する。
対象期間は，竣工が平成16年４月１日から平成26
年７月９日までの間。

福岡市より，「障がい者雇用企業」，「環境配慮型
事業所」，「次世代育成・男女共同参画支援企業」
として認定されている者を優位に評価する。

本店が福岡市内に所在し，また福岡市競争入札
有資格者名簿に登載された期間が長い者を優位
に評価する。

本店所在地

評価分類

名島小学校講堂兼体育館改築等工事

建設業労働災害防止協会加入状況

資格の保有状況

同種工事の施工経験

社会貢献・政策貢献

工事成績の実績

工事成績優良業者の表彰実績

同種工事の施工実績

提
案
項
目

企
業
評
価
項
目

技
術
提
案

企
業
の
施
工
能
力

技
術
者
の
能
力

社
会
貢
献
・
地
域
貢
献
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　技術評価項目毎評価点一覧

工事件名：

項目１ 項目２

コンクリートの構
造躯体の品質確
保について

周辺道路の通行
車両・歩行者へ
の配慮について

小計 小計

入札参加者名 配点→ 10.000 10.000 20.000 7.000 2.000 2.500 11.500 31.500 100.0 131.500

8.750 10.000 18.750 5.733 1.500 2.250 9.483 28.233 100.0 128.233

8.000 4.750 12.750 3.933 2.000 1.500 7.433 20.183 100.0 120.183

7.250 7.750 15.000 4.967 2.000 2.000 8.967 23.967 100.0 123.967

9.000 7.750 16.750 2.167 1.000 0.750 3.917 20.667 100.0 120.667

西中洲樋口・博栄建設工事共同企業体

北洋・サンコー建設工事共同企業体

柿原・匠建設工事共同企業体

香椎・ワーク建設工事共同企業体

標準点
（ｂ）

技術評
価点

（ａ＋ｂ）

提案項目 企業評価項目
技術提案

社会貢献・
地域貢献

企業の施
工能力

名島小学校講堂兼体育館改築等工事

技術評価項目毎の評価点（加算点内訳）

加算点
合計
（ａ）技術者の

能力
Ⅰ型

（評価型式） 

1
1



位置図

西鉄名島駅

多々良川

名島小学校

工事場所
国
道
３
号
（博
多
バ
イ
パ
ス
）

1
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配置図

既存校舎

（４階建）

プール

道路

仮設校舎

工事範囲

敷地境界線

講堂兼体育館

特別教室棟

渡り廊下棟

凡例
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１～２階部分平面図及び地下貯留槽

【２階平面図】【１階平面図】

【地下貯留槽平面図】

講堂兼体育館を示す

特別教室棟を示す

渡り廊下棟を示す

多目的室

アリーナ

ピロティ

便所・シャワー室

特別

教室棟

講堂兼

体育館

ステージ

特別

教室棟

講堂兼

体育館

図工室

家庭科室

既存
校舎

既存
校舎

昇降口渡り廊下棟

24.4ｍ

34.0ｍ

17.8ｍ

11.7ｍ

24.4ｍ

34.0ｍ

17.8ｍ

11.7ｍ 渡り廊下棟
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３～Ｒ階平面詳細図

【Ｒ階平面図】【４階平面図】【３階平面図】

講堂兼体育館を示す 特別教室棟を示す 渡り廊下棟を示す

渡り

廊下棟

特別

教室棟

講堂兼

体育館

理科室
図書室

第1音楽室

特別

教室棟

講堂兼

体育館

第2音楽室

既存
校舎

既存
校舎

24.4ｍ

34.0ｍ

17.8ｍ

11.7ｍ

24.4ｍ

17.8ｍ

11.7ｍ 渡り

廊下棟

屋上

屋上

渡り

廊下棟
屋上

1
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立面図

【西立面図】

【北立面図】【北立面図】

講堂兼体育館を示す

【南立面図】 【北立面図】

【東立面図】

特別教室棟を示す

渡り廊下棟を示す
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断面図

【断面位置図】

【Ａ-Ａ断面図】

【Ｂ-Ｂ断面図】 【Ｃ-Ｃ断面図】

講堂兼体育館を示す

特別教室棟を示す

渡り廊下棟を示す

ステージ
アリーナ

便所・シャワー室 ピロティ

準備室

ホール
渡り廊下

ステージ
器具庫 倉庫

控室兼

器具庫

便所・シャワー室多目的室

第1音楽室 第2音楽室

図書室 理科室

図工室 家庭科室

1
7



議案第 203号 訴えの提起について 

 

理由 

 本件は，学校給食費滞納者に対し，滞納学校給食費等の支払を求めるため訴えの提起をする

必要があるので，地方自治法第 96条第１項の規定により議会の議決を求めるものである。 

 

１ 訴えの相手方 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

 

２ 請求の要旨 

⑴ 相手方らは，本市に対し，連帯して，滞納学校給食費金 422,196円を支払え。 

⑵ 相手方らは，本市に対し，連帯して，平成 21年９月分以降の滞納学校給食費に対する福

岡市税外収入金の督促及び延滞金条例第４条の規定により計算した各延滞金を支払え。 

⑶ 訴訟費用は，相手方らの負担とする。 

との判決及び仮執行宣言を求める。 

 

３ 事件の概要 

⑴ 相手方らは，いずれも本市が実施する学校給食を受けた児童及び生徒の保護者であるが，

これまで多額の学校給食費を滞納し，本市の再三にわたる督促又は催告にもかかわらず学

校給食費を納付しなかった。 

⑵ よって，本市は，請求の要旨記載のとおりの判決を求めて，訴えを提起するものである。 

※個人が特定される情報については

掲載しておりません 
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議案第 204号 訴えの提起について 

 

理由 

 本件は，学校給食費滞納者に対し，滞納学校給食費等の支払を求めるため訴えの提起をする

必要があるので，地方自治法第 96条第１項の規定により議会の議決を求めるものである。 

 

１ 訴えの相手方 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

 

２ 請求の要旨 

⑴ 相手方らは，本市に対し，連帯して，滞納学校給食費金 388,116円を支払え。 

⑵ 相手方らは，本市に対し，連帯して，平成 21年９月分以降の滞納学校給食費に対する福

岡市税外収入金の督促及び延滞金条例第４条の規定により計算した各延滞金を支払え。 

⑶ 訴訟費用は，相手方らの負担とする。 

との判決及び仮執行宣言を求める。 

 

３ 事件の概要 

⑴ 相手方らは，いずれも本市が実施する学校給食を受けた児童及び生徒の保護者であるが，

これまで多額の学校給食費を滞納し，本市の再三にわたる督促又は催告にもかかわらず学

校給食費を納付しなかった。 

⑵ よって，本市は，請求の要旨記載のとおりの判決を求めて，訴えを提起するものである。 

※個人が特定される情報については

掲載しておりません 
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